
  

 消費生活Ｑ＆Ａ 訴訟最終告知のハガキ 

Ｑ   （安 しん子ちゃん） 

  なごワン！「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが

法務省管轄支局から届いたけど、どうしたらいいの？ 

財産を差し押さえするって書いてあるし、取り下げ期日も今日になってる

よ。どうしよう。すぐに問い合わせ窓口に電話したらいいかな？ 

 

Ａ    （なごワン） 

  イン 

  ハガキに書いてある番号に電話をかけたらダメだワン！電話をかけたら多

額のお金を請求されたりするワン。今、ハガキによる架空請求の相談が増え

ているワン。法務省に管轄支局はないし、訴訟の通知はハガキで来ることは

ないワン。身に覚えのない訴訟に関するハガキには対応しないようにするワ

ン。 

 

Ｑ   （安 しん子ちゃん） 

  そうなんだ。でもそのままにしておくのもちょっと心配だな。大丈夫かな？ 

 

 

Ａ   （なごワン） 

 心配な時は和水町総務課の消費生活相談窓口や警察に相談するといいワン。 

架空請求に騙されないためには、以下のことが大事だワン。 

・身に覚えがない時は、書いてある番号に電話をかけない。 

・相手先の名前から電話番号を調べてみる。 

・相手先のホームページを検索してみる。 

・少しでも怪しいなと思ったら和水町総務課 消費生活相談窓口に相談する。 

 

 

 

 

僕の名前は「なごワン」。 

消費生活Ｑ＆Ａを紹介するワン。 



 


